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さいたま市人事委員会訓令第１号 

さいたま市人事委員会委員長及び事務局長等専決規程の一部を改正する訓令 

さいたま市人事委員会委員長及び事務局長等専決規程（平成１４年さいたま市人事

委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（代決） 

第６条 急ぎの決裁を必要とする場合で、次表の左

欄に掲げる決裁権者が不在のときは、同表右欄に

掲げる代決権者が代決することができる。 

決裁権者 代決権者 

委員長 事務局長 

事務局長 事務局長があらかじめ指定した

職員 

課長 課長があらかじめ指定した職員 

 （代決の報告） 

第７条 代決をした者は、当該代決した事項につい

て、その要旨を速やかに、第６条に規定する決裁

権者に報告しなければならない。ただし、あらか

じめ報告を要しない旨の指示を受けた場合は、こ

の限りでない。 

 （準用） 

第８条 ［略］ 

 （準用） 

第６条 ［略］ 

附 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 


